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● 最新法改正情報①（雇用保険率の改定について） 
 
 厚生労働省の HP より、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31
日までの雇用保険率が下記の通り引下げられることになりまし

た。4 月以降の給与締日からは、労働者側の負担額が変更されます

ので給与計算の際にはご注意下さい。

また、労働保険料の概算保険料の算出に際してもこの雇用保険

料率が適用されます。 

※法的な労働者への周知義務はございませんが、給与に関わる事項ですので作業場の

見やすいところへの掲示や社内メール等での周知をお勧めいたします。 

＜最新法改正情報＞     ②健康保険・厚生年金保険料率の改定について          
①雇用保険率の改定について ③子ども・子育て支援金制度について 
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●最新法改正情報②（健康保険・厚生年金保険料率の改定について）

協会けんぽより、令和 8 年度の健康保険料率・介護保険料率が通知されました。 
改定後の保険料率は令和 8 年 3 月分（4 月納付分）より適用されます。 
協会けんぽに加入している場合、都道府県毎に保険料率が異なっておりますが、岐阜

県の保険料率は下表の通りです。

健康保険料率（A） 介護保険料率（B） 合計（A＋B） 
令和 8 年度 9.80% 1.62% 11.42％ 
令和 7 年度 9.93% 1.59％ 11.52％ 

※保険料は、標準報酬月額を掛けて計算しますが、実際には事業主と被保険者で折半

となるため、被保険者の負担額は半額となります。

※厚生年金保険料率は昨年と同率（18.300％）です。

※変更後の保険料で控除するタイミングは 2 つのケースに分かれております。

Ａ 3 月の社会保険料を 3 月払の給与から控除している場合 ⇒3 月払の給与から変更

Ｂ 3 月の社会保険料を 4 月払の給与から控除している場合 ⇒4 月払の給与から変更

●最新法改正情報③（子ども・子育て支援金制度について）

子ども・子育て支援金は加入する医療保険制度（国民健康保険・後期高齢者医療、被

用者保険）ごとに保険料が決められ、令和 8 年 4 月分から医療保険料とあわせて拠出い

ただくことになりました。社会保険料においては令和 8 年 4 月分（5 月納付分）から標

準報酬月額を下記の料率を掛けて計算し、事業主と被保険者が折半で負担します。

子ども子育て支援金

令和 8 年度 0.23% 
※なお、健康保険制度、厚生年金保険制度と同

様に賞与からも徴収されます。

※こども家庭庁 HP 抜粋




